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(57)【要約】
【課題】溶接を用いることなく又はデッキプレートに固
定金具を通す孔をあけることなく、デッキプレートを鉄
骨梁に固定する。
【解決手段】固定金具１００の差込部１１０が鉄骨梁１
０のフランジ１２に差し込まれ、差込部１１０との挟持
部１２０との間にデッキプレート５０の端部が挟まれて
いる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄骨梁のフランジへ差し込まれるＵ字状の差込部と、
　前記差込部の端部から折り返されて延在し、前記差込部との間に前記鉄骨梁に架設され
たデッキプレートの端部を挟む挟持部と、
　を備えた固定金具。
【請求項２】
　前記差込部は、ばね性を有し、Ｕ字の開放側に向けて幅狭となっている、
　請求項１に記載の固定金具。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２の固定金具の差込部がフランジに差し込まれた鉄骨梁と、
　前記鉄骨梁に架設され、前記固定金具の挟持部に挟まれたデッキプレートと、
　を備えたデッキプレートの固定構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固定金具及びデッキプレートの固定構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デッキプレートを梁に架設して梁の上面に点付け溶接して固定したのち、デッキプレー
トの上にコンクリートが打設される。このような、溶接によるデッキプレートの固定は、
溶接時の火花の落下防止やキャプタイヤ―の引き回しが必要である。
【０００３】
　そこで、特許文献１及び特許文献２には、溶接を用いることなく、鉄骨梁にデッキプレ
ートを固定する金具に関する技術が開示されている。
【０００４】
　しかし、特許文献１及び特許文献２の技術では、固定金具を通す孔をデッキプレートに
あける加工が事前に必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭６２－１４８７５０号公報
【特許文献２】特開２０１６－９８４９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記事実に鑑み、溶接を用いることなく又はデッキプレートに固定金具を通
す孔をあけることなく、デッキプレートを鉄骨梁に固定することが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の発明は、鉄骨梁のフランジへ差し込まれるＵ字状の差込部と、前記差込部の
端部から折り返されて延在し、前記差込部との間に前記鉄骨梁に架設されたデッキプレー
トの端部を挟む挟持部と、を備えた固定金具である。
【０００８】
　請求項１に記載の発明では、固定金具の差込部を鉄骨梁のフランジに差し込み、差込部
との間に、鉄骨梁に架設されたデッキプレートの端部を挟持部で挟むことで、デッキプレ
ートが鉄骨梁に固定される。よって、溶接を用いることなく又はデッキプレートに固定金
具を通す孔をあけることなく、デッキプレートを鉄骨梁に固定することができる。
【０００９】
　請求項２の発明は、前記差込部は、ばね性を有し、Ｕ字の開放側に向けて幅狭となって
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いる、請求項１に記載の固定金具である。
【００１０】
　請求項２に記載の発明では、固定金具の差込部は、ばね性を有し、Ｕ字の開放側に向け
て幅狭となっているので、鉄骨梁のフランジから固定金具が外れにくい。また、異なるフ
ランジ厚の鉄骨梁に対応することできる。
【００１１】
　請求項３の発明は、請求項１又は請求項２の固定金具の差込部がフランジに差し込まれ
た鉄骨梁と、前記鉄骨梁に架設され、前記固定金具の挟持部に挟まれたデッキプレートと
、を備えたデッキプレートの固定構造である。
【００１２】
　請求項３に記載の発明では、固定金具の差込部を鉄骨梁のフランジに差し込み、差込部
との間に、鉄骨梁に架設されたデッキプレートのプレート端部を挟持部で挟むことで、デ
ッキプレートが鉄骨梁に固定される。よって、溶接を用いることなく又はデッキプレート
に固定金具を通す孔をあけることなく、デッキプレートを鉄骨梁に固定することができる
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、溶接を用いることなく又はデッキプレートに固定金具を通す孔をあけ
ることなく、デッキプレートを鉄骨梁に固定させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態の固定金具の側面図である。
【図２】本発明の一実施形態の固定構造で固定されたデッキプレートの端部をＹ方向から
見た拡大側面図である。
【図３】本発明の一実施形態の固定構造で固定されたデッキプレートをＹ方向から見た側
面図である。
【図４】本発明の一実施形態の固定構造で固定されたデッキプレートをＺ方向から見た平
面図である。
【図５】デッキプレートを鉄骨梁に掛け渡して固定する施工工程を（Ａ）から（Ｃ）に示
す工程図である。
【図６】図５（Ｃ）の次の工程を（Ａ）から（Ｂ）に示す工程図である。
【図７】図６（Ｂ）の次の工程の工程図である。
【図８】（Ａ）は固定金具の差込部と鉄骨梁のフランジとの間に隙間があいている状態の
拡大側面図であり、（Ｂ）は固定金具をＸ方向にスライドし差込部を鉄骨梁のフランジに
接触させた状態の拡大側面図である。
【図９】（Ａ）はリング状の磁石を置いてビス固定作業を行った後の拡大平面図であり、
（Ｂ）はリング状の磁石を置いた状態の拡大斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
＜実施形態＞
　本発明の一実施形態の固定金具及びデッキプレートの固定構造について説明する。
【００１６】
［構造］
　本実施形態の固定金具の構造及びこの固定金具を用いて鉄骨梁に固定されたデッキプレ
ートの固定構造について説明する。
【００１７】
（固定金具）
　先ず、固定金具１００について説明する。
【００１８】
　図１に示すように、固定金具１００は、Ｕ字状の差込部１１０と挟持部１２０とを有し
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ている。本実施形態の固定金具１００は、板厚１．２ｍｍで幅約１００ｍｍの溶融亜鉛メ
ッキ製の板金を成形して作製している。また、本実施形態の固定金具１００の挟持部１２
０の長さは約１００ｍｍである。なお、これらの材質や数値は一例であって、これらに限
定されるものではない。
【００１９】
　固定金具１００の差込部１１０は、第一片部１１２と、第一片部１１２の一端部１１２
Ａから略直角に屈曲して延在する第二片部１１４と、第二片部１１４の一端部１１４Ａか
ら鋭角に屈曲して延在する第三片部１１６と、を含んで構成されている。第三片部１１６
は、前述のように鋭角に屈曲しており、第一片部１１２側に向かって傾斜している。つま
り、差込部１１０は、Ｕ字の開放側に向けて幅狭となっている。
【００２０】
　また、差込部１１０は、ばね性を有しており、第三片部１１６は、想像線（二点鎖線）
で図示されているように、第二片部１１４の一端部１１４Ａである屈曲部位が支点となっ
て開放側が広くなるように弾性変形する。
【００２１】
　固定金具１００の挟持部１２０は、差込部１１０に第一片部１１２の他端部１１２Ｂか
ら屈曲して延在している。挟持部１２０は、差込部１１０の第一片部１１２から略直角に
屈曲しているが、想像線（二点鎖線）で図示されているように、第一片部１１２の他端部
１１２Ｂである根元部分から折り曲げられ（折り返され）、第一片部１１２と略平行にな
る。
【００２２】
（固定構造）
　次に、固定金具１００を用いて鉄骨梁１０に固定されたデッキプレート５０の固定構造
について説明する。
【００２３】
　図４に示すように、Ｙ方向を長手方向とするＨ形鋼からなる二本の鉄骨梁１０がＸ方向
に間隔をあけて架設されている。これら鉄骨梁１０にデッキプレート５０が掛け渡されて
架設されている（図３も参照）。また、デッキプレート５０は、Ｙ方向に並んで設けられ
ている。
【００２４】
　図３及び図４に示すように、デッキプレート５０のＸ方向の両側の端部５２は、それぞ
れ鉄骨梁１０の上側のフランジ１２に固定金具１００によって固定されている。
【００２５】
　図２及び図３に示すように、固定金具１００のＵ字状の差込部１１０が鉄骨梁１０の上
側のフランジ１２へ差し込まれている。Ｕ字状の差込部１１０は、前述したようにばね性
を有しており、フランジ１２を挟んでいる（図１も参照）。
【００２６】
　デッキプレート５０の端部５２は、この差込部１１０の第一片部１１２の上に載せられ
ている。そして、挟持部１２０は根元部分から折り曲げられ（折り返され）、差込部１１
０の第一片部１１２との間にデッキプレート５０の端部５２を挟み込んでいる（図１も参
照）。
【００２７】
　固定金具１００の挟持部１２０とデッキプレート５０の端部５２とは、タッピングビス
８０によってビス固定され一体化している。また、図４に示すように、デッキプレート５
０のＹ方向の側部５４同士は、上下に重ねられ、タッピングビス８０によってビス固定さ
れ一体化している。
【００２８】
　なお、図示していないが、このデッキプレート５０の上に、鉄筋が配筋され、コンクリ
ートが打設されている。
【００２９】
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（施工方法）
　次に、デッキプレート５０を鉄骨梁１０に掛け渡して固定金具１００で固定する施工方
法の一例について説明する。
【００３０】
　まず、図５（Ａ）に示すように、一枚目のデッキプレート５０を鉄骨梁１０の所定位置
に位置決めして掛け渡す。また、鉄骨梁１０のフランジ１２のデッキプレート５０の横に
、固定金具１００の差込部１１０を差し込む（図２も参照）。
【００３１】
　なお、このとき挟持部１２０は折り曲げられる前の状態である（図１の実線で図示され
た状態である）。また、Ｕ字状の差込部１１０は、ばね性を有しており、ばね力によって
フランジ１２を挟んでいる。よって、固定金具１００が鉄骨梁１０のフランジ１２から外
れ難い。
【００３２】
　図５（Ｂ）に示すように、固定金具１００をＹ方向にスライドして、差込部１１０の第
一片部１１２をデッキプレート５０の端部５２の下に入れる。
【００３３】
　図５（Ｃ）に示すように、固定金具１００の挟持部１２０を折り曲げて、差込部１１０
の第一片部１１２との間にデッキプレート５０の端部５２を挟み込む（図１及び図２を参
照）。なお、挟持部１２０の折曲方法はどのような方法であってもよいが、本実施形態で
は、最初に作業者が挟持部１２０を足で折り曲げて、その後、木製のハンマーで挟持部１
２０を叩き、挟持部１２０とデッキプレート５０の端部５２を密着させる。
【００３４】
　図８（Ａ）に示すように、固定金具１００の差込部１１０の第二片部１１４と鉄骨梁１
０のフランジ１２の端部１２Ａとの間に隙間があいている場合がある。この場合、この隙
間を無くすように、図８（Ｂ）に示すように、固定金具１００の挟持部１２０の端部１２
０Ａを木製のハンマーで叩く等して、Ｘ方向にスライドし、固定金具１００の差込部１１
０の第二片部１１４を鉄骨梁１０のフランジ１２の端部１２Ａに接触させる。
【００３５】
　図６（Ａ）に示すように、挟持部１２０が折り曲げられる前の固定金具１００の差込部
１１０を鉄骨梁１０のフランジ１２に差し込む。
【００３６】
　図６（Ｂ）に示すように、固定金具１００の差込部１１０の第一片部１１２の上に重な
るように、デッキプレート５０を鉄骨梁１０の所定位置に掛け渡す。なお、このときデッ
キプレート５０の側部５４同士が重なるようにする。
【００３７】
　図７に示すように、固定金具１００の挟持部１２０を折り曲げて、差込部１１０の第一
片部１１２（図２を参照）との間にデッキプレート５０の端部５２を挟み込む。また、図
８に示すように、固定金具１００の挟持部１２０の端部１２０Ａを木製のハンマーで叩く
等して、Ｘ方向にスライドし、固定金具１００の差込部１１０の第二片部１１４を鉄骨梁
１０のフランジ１２の端部１２Ａに接触させる。
【００３８】
　そして、図６、図８及び図７を繰り返し、複数のデッキプレート５０を鉄骨梁１０に順
次掛け渡していく。なお、デッキプレート５０の幅が合わない場所や柱際などは、標準の
デッキプレート５０に替えて幅狭や一部を切り欠く等した調整プレートを掛け渡す。
【００３９】
　図４に示すように、全てのデッキプレート５０（及び調整プレート）を掛け渡して敷き
詰めたのち、上側から固定金具１００の挟持部１２０とデッキプレート５０の端部５２と
をタッピングビス８０によってビス固定して一体化する（図２も参照）。また、デッキプ
レート５０の側部５４同士をタッピングビス８０によってビス固定して一体化する。
【００４０】
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　そして、タッピングビス８０の固定作業で発生した切粉を清掃する。なお、切粉を磁石
に付けて清掃すると効率的に切粉を除去することができる。
【００４１】
　また、図９に示すように、リング状の磁石７０を固定箇所に載せてからタッピングビス
８０（図９（Ａ）参照）で固定すると、切粉８５（図９（Ａ）参照）がリング状の磁石７
０の内面７０Ａに付き、切粉８５が飛散しないので好適である。
【００４２】
＜作用及び効果＞
　次に、本実施形態の作用及び効果について説明する。
【００４３】
　固定金具１００の差込部１１０を鉄骨梁１０のフランジ１２に差し込み、差込部１１０
との間に、鉄骨梁１０に架設されたデッキプレート５０の端部５２を、挟持部１２０を折
り曲げて挟むことで、デッキプレート５０が鉄骨梁１０に固定される。よって、溶接を用
いることなく又はデッキプレート５０に固定金具１００を通す孔をあけることなく、デッ
キプレート５０を鉄骨梁１０に固定することができる。
【００４４】
　また、固定金具１００の差込部１１０は、ばね性を有し、Ｕ字の開放側に向けて幅狭と
なっているので、鉄骨梁１０のフランジ１２から固定金具１００が外れにくい。また、異
なるフランジ１２の厚さの鉄骨梁１０に対応することできる。
【００４５】
＜その他＞
　尚、本発明は上記実施形態に限定されない。
【００４６】
　例えば、上記実施形態では、固定金具１００の挟持部１２０は、差込部１１０の第一片
部１１２から略直角に屈曲しており、この状態から折り曲げて鉄骨梁１０のフランジ１２
を挟み込んでいたが、これに限定されない。最初から固定金具１００の挟持部１２０が折
り返されていてもよい。なお、最初から挟持部１２０が折り返されている場合は、固定金
具１００をスライドして、挟持部１２０と差込部１１０との間に鉄骨梁１０のフランジ１
２を差込み、必要があれば木製のハンマーで叩けばよい。
【００４７】
　また、上記実施形態では、固定金具１００の挟持部１２０はタッピングビス８０でデッ
キプレート５０の端部５２にビス固定していたが、これに限定されない。タッピングビス
８０以外の固定部材や固定方法で固定してもよいし、固定されていなくてもよい。
【００４８】
　また、上記実施形態では、固定金具１００の差込部１１０の第二片部１１４を鉄骨梁１
０のフランジ１２の端部１２Ａに接触させていたが、これに限定されない。固定金具１０
０の差込部１１０の第二片部１１４と鉄骨梁１０のフランジ１２の端部１２Ａとは接触し
ておらず隙間があいていてもよい。
【００４９】
　また、上記実施形態では、平行に配置された二本の鉄骨梁１０にデッキプレート５０が
架設されていたが、これに限定されない。一方が鉄骨梁１０で他方が鉄骨梁１０以外の部
材にデッキプレート５０が架設されていてもよい。この場合、一方の鉄骨梁１０とデッキ
プレート５０との固定に本発明の固定構造が適用される。また、鉄骨梁１０以外のデッキ
プレート５０が架設される部材とは、固定金具１００の差込部１１０が差し込まれるフラ
ンジを有しない鋼管等の鉄骨梁や鉄筋コンクリート梁等である。
【００５０】
　更に、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々なる態様で実施し得る。
【符号の説明】
【００５１】
　　　　　１０　　　鉄骨梁
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　　　　　１２　　　フランジ
　　　　　５０　　　デッキプレート
　　　　　５２　　　端部
　　　　１００　　　固定金具
　　　　１１０　　　差込部
　　　　１２０　　　挟持部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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